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第
一
章 

総 
 
 

則 

 

第 

一 
条 

（
名
称
）
本
会
は
東
京
都
北
区
立
滝
野
川
第
五
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
い

う
。 

第 

二 

条 
（
目
的
）
本
会
は
保
護
者
と
教
職
員
が
協
力
し
て
、
家
庭
、
学
校
、

地
域
社
会
に
お
け
る
児
童
の
幸
福
な
成
長
を
図
る
た
め
、
次
の

こ
と
を
行
う
。 

一
、
会
員
の
教
養
と
資
質
を
高
め
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
。 

二
、
学
校
教
育
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
地
域
の
教
育
的
環
境
の

改
善
を
図
る
。 

三
、
校
外
に
お
け
る
児
童
の
保
護
育
成
に
あ
た
る
。 

第 

三 

条 

（
方
針
）
本
会
は
、
次
の
方
針
に
従
っ
て
活
動
す
る
。 

一
、
本
会
は
教
育
を
本
旨
と
し
た
民
主
的
団
体
と
し
て
、
独
立
し
て

活
動
し
、
他
の
い
か
な
る
団
体
の
干
渉
も
受
け
な
い
。 

二
、
本
会
は
、
児
童
の
幸
福
の
た
め
、
目
的
を
同
じ
く
す
る
社
会
団

体
、
及
び
機
関
と
協
力
す
る
。 

三
、
本
会
、
及
び
本
会
の
役
員
、
委
員
の
名
に
よ
っ
て
、
政
治
、
宗

教
、
営
利
行
為
は
行
わ
な
い
。 

四
、
本
会
は
、
学
校
教
育
を
助
け
る
た
め
に
、
意
見
を
具
申
し
た
り
、

参
考
資
料
を
提
供
し
た
り
す
る
が
、
学
校
の
管
理
、
運
営
、
人

事
に
は
、
直
接
関
与
し
な
い
。 

第 

四 

条 

（
会
員
）
本
会
は
、
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
の
保
護
者
、
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
人
（
以
下
保
護
者
と
い
う
）
及
び
、
学
校
に
在
勤
す
る

教
職
員
で
構
成
す
る
。 

会
員
は
す
べ
て
目
的
と
方
針
に
従
っ
て
、平
等
の
権
利
と
義
務
を

も
つ
。 

第 

五 

条
（
会
計
） 

 
 

 
 

 
 

一
、
本
会
の
経
費
は
、
会
費
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。 

会
費
は
月
額
四
百
円
と
し
、
会
計
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ

て
納
入
す
る
。 

会
費
の
七
％
を
周
年
事
業
に
充
て
る
。 

二
、
本
会
の
経
費
は
第
二
条
の
目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

三
、
本
会
の
経
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
会
計
簿
及
び
予
算
書
・
決
算
書

並
び
に
資
産
台
帳
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。 

四
、
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、 

翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

 第
二
章 

機 
 
 

関 

 

第 

六 

条
（
機
関
）
本
会
の
運
営
を
図
る
た
め
、
総
会
、
運
営
委
員
会
、
役
員
会
、
常
置

委
員
会
、
特
別
委
員
会
を
お
く
。 

第 

七 

条
（
総
会
）
総
会
は
最
高
の
議
決
機
関
で
、
年
度
当
初
並
び
に
年
度
末
に
定
期
総

会
を
開
催
し
、
必
要
に
よ
っ
て
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。 

総
会
は
、
会
員
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席
（
委
任
状
を
含
む
）
に
よ
り
議
決

で
き
る
。 

総
会
は
会
長
が
招
集
し
、
五
日
前
ま
で
に
全
会
員
に
開
会
を
通
知
す
る
。 

総
会
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
で
決
め
る
。
た
だ
し
、
規
約
の
改
正
に
つ

い
て
は
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 

八 
条
（
臨
時
総
会
）
臨
時
総
会
は
会
員
の
過
半
数
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
、
ま
た 

は
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
開
催
す
る
。 
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第 

九 

条
（
総
会
の
機
能
）
総
会
は
次
の
こ
と
を
行
う
。 

 
 

 
 

 
 

一
、
年
度
当
初
の
定
期
総
会 

 
 

 
 

 
 

 

・ 

前
年
度
行
事
報
告 

・ 

本
年
度
行
事
計
画
の
決
定 

・ 

決
算
、
予
算
の
承
認 

・ 

規
約
の
改
正
に
関
す
る
こ
と 

・ 
新
役
員
、
新
会
計
監
査
の
紹
介 

・ 

そ
の
他 

二
、
年
度
末
定
期
総
会 

 

・ 

次
年
度
の
役
員
、
会
計
監
査
の
承
認 

・ 

規
約
の
改
正
に
関
す
る
こ
と 

・ 

そ
の
他 

第 

十 

条
（
運
営
委
員
会
）
運
営
委
員
会
は
、
総
会
に
次
ぐ
議
決
機
関
と
し
、
ま

た
、
本
会
の
会
務
を
執
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

役
員
並
び
に
常
置
委
員
会
正
副
委
員
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

運
営
委
員
会
の
議
事
、
運
営
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
あ
た
る
。 

 
 

 
 

 
 

定
例
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

運
営
委
員
会
の
議
決
は
、
出
席
の
過
半
数
と
す
る
。 

第

十

一

条
（
運
営
委
員
会
の
任
務
）運
営
委
員
会
の
任
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
総
会
決
議
事
項
の
実
施
推
進
。 

二
、
総
会
に
提
出
す
る
報
告
書
並
び
に
議
案
の
作
成
。 

三
、
常
置
委
員
会
、
そ
の
他
の
事
業
計
画
の
調
整
。 

四
、
本
規
約
に
基
づ
く
細
則
の
制
定
及
び
改
正
。 

五
、
特
定
の
目
的
遂
行
の
た
め
の
特
別
委
員
会
の
設
置
。 

六
、
そ
の
他
、
緊
急
事
項
の
処
理
。 

第

十

二

条
（
役
員
会
）
役
員
会
は
役
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
必
要
あ
る
時
は
会
長
が
招
集

す
る
。 

第

十

三

条
（
常
置
委
員
会
）
常
置
委
員
会
と
し
て
、
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
、
広
報
委
員

会
、
校
外
指
導
委
員
会
、
選
考
管
理
委
員
会
を
お
く
。 

 
 

 
 

 

各
常
置
委
員
会
は
、
事
業
計
画
を
立
案
し
、
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
て
実

行
に
あ
た
る
。 

第

十

四

条
（
常
置
委
員
会
の
任
務
）
各
常
置
委
員
会
の
任
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

一
、
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
は
、
学
級
と
家
庭
と
の
連
絡
を
密
に
し
、
児
童
の

指
導
や
育
て
方
、
学
校
、
家
庭
教
育
の
理
解
に
関
す
る
活
動
に
あ
た
る
。 

 
 

 
 

 

二
、
広
報
委
員
会
は
、
会
報
の
編
集
に
あ
た
る
。 

 
 

 
 

 

三
、
校
外
指
導
委
員
会
は
、
校
外
に
お
け
る
児
童
の
補
導
並
び
に
地
域
の
教

育
的
環
境
の
改
善
に
関
す
る
活
動
に
あ
た
る
。 

 
 

 
 

 

四
、
選
考
管
理
員
会
は
、
次
年
度
役
員
の
選
出
に
向
け
、
役
員
の
仕
事
を
掌
握

す
る
活
動
に
あ
た
る
。 

第

十

五

条
（
常
置
委
員
の
選
出
）
委
員
の
選
出
及
び
各
委
員
会
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は

細
則
に
定
め
る
。 

 
 

 
 

 

常
置
委
員
会
の
正
、
副
委
員
長
は
、
会
長
が
役
員
及
び
各
委
員
会
の
委
員
の

意
見
を
聞
い
て
委
嘱
す
る
も
の
と
す
る
。 

第

十

六

条
（
特
別
委
員
会
）
特
別
委
員
会
の
構
成
、
運
営
に
つ
い
て
は
、
運
営
委
員
会
で

定
め
る
。 

 

 
 

 
 

 

○
卒
業
対
策
委
員
会
の
設
置 

 
 

 
 

 

○
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
事
務
局
の
設
置 

＊
本
特
別
委
員
会
は
、
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ

連
合
会
規
定
の
輪
番
制
に
従
い
担
当
校
に
あ
た
る
年
度
に
設
置
さ
れ
る
。 
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第
三
章 

役
員
及
び
会
計
監
査 

 
第

十

七

条
（
役
員
・
会
計
監
査
の
構
成
） 

 
 

 
 

 
一
、
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 

 
 

 
 

会
長
一
名
（
Ｐ
一
） 

副
会
長
三
名
（
Ｐ
二
、
Ｔ
一
） 

 
 

 
 

 
 

書
記
三
名
（
Ｐ
二
、
Ｔ
一
）
会
計
三
名
（
Ｐ
二
、
Ｔ
一
） 

 
 

 
 

 

二
、
本
会
の
会
計
を
監
査
す
る
た
め
に
、
監
査
三
名
（
Ｐ
二
、
Ｔ
一
）

を
お
く
。 

 
 

 
 

 

三
、
役
員
の
任
期
は
二
年
、
会
計
監
査
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
再
任

お
よ
び
任
期
延
長
は
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。 

第

十

八

条
（
役
員
・
会
計
監
査
の
任
務
）
役
員
の
任
務
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

一
、
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

ま
た
、
総
会
、
運
営
委
員
会
、
そ
の
他
の
各
種
会
議
を
招
集
す
る
。 

 
 

 
 

 

二
、
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
時
は
そ
の
職

務
を
代
行
す
る
。 

 
 

 
 

 

三
、
書
記
は
、
総
会
、
運
営
委
員
会
の
議
事
を
記
録
し
、
保
管
す
る
。

ま
た
、
各
種
の
会
合
に
つ
い
て
通
知
し
、
そ
の
他
の
庶
務
を
行
う
。 

 
 

 
 

 

四
、
会
計
は
、
総
会
が
決
定
し
た
会
計
予
算
に
基
づ
い
て
会
計
事
務
を

処
理
し
、
会
計
監
査
を
経
て
年
度
当
初
の
総
会
に
決
算
報
告
を
行

う
。
ま
た
、
資
産
台
帳
に
基
づ
き
Ｐ
Ｔ
Ａ
財
産
を
管
理
す
る
。 

 
 

 
 

 

五
、
会
計
監
査
は
、
中
間
及
び
年
度
末
に
会
計
を
監
査
す
る
。 

第

十

九

条
（
役
員
・
会
計
監
査
の
選
出
）
役
員
並
び
に
会
計
監
査
の
選
出
は
、
別
に
定
め

る
選
出
規
定
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

会
長
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
は
、
役
員
会
の
推
薦
に
よ
り
、
副
会
長
の
中
か

ら
補
充
し
、
他
の
役
員
の
欠
員
の
補
充
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
決
め
る
。
補

充
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

※ 

副
会
長
以
下
役
員
の
人
員
数
は
、
年
度
毎
に
適
正
人
数
を
会
長
が
決
定
す
る
。 

 
 

 

第
四
章
学
校
長
及
び
顧
問 

 

 

第

二

十

条
（
学
校
長
）
学
校
長
は
本
会
の
す
べ
て
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
一
条
（
顧
問
）
本
会
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

付 
 

則 

第
二
十
二
条 

本
規
約
は
総
会
の
議
決
に
よ
る
ほ
か
改
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
二
十
三
条 

本
会
の
規
約
を
施
行
す
る
た
め
別
に
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

細
則
は
、
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
実
施
す
る
。 

第
二
十
四
条 

本
規
約
は
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

昭
和
二
十
三
年
四
月
制
定
。
昭
和
四
十
八
年
三
月
改
正
。
平
成
六
年
三
月
改
正
。 

平
成
八
年
三
月
改
正
。
平
成
十
三
年
三
月
改
正
。
平
成
十
七
年
三
月
改
正
。 

平
成
十
八
年
三
月
改
正
。
平
成
十
九
年
三
月
改
正
。
平
成
二
十
一
年
三
月
改
正
。 
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役
員
・
会
計
監
査
選
出
規
定 

第 
一 

条 

規
約
第
十
九
条
に
定
め
る
役
員
・
会
計
監
査
を
選
出
す
る
た
め
、
役

員
候
補
者
選
考
管
理
委
員
会
（
以
下
「
選
考
管
理
委
員
会
」
と
い
う
）

を
設
置
す
る
。 

第 

二 

条 
選
考
管
理
委
員
会
は
一
学
年
か
ら
五
学
年
の
各
学
級
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら

選
出
さ
れ
た
一
名
の
委
員
並
び
に
教
職
員
の
互
選
に
よ
る
二
名
の
委

員
に
よ
っ
て
構
成
し
、
互
選
に
よ
っ
て
正
、
副
委
員
長
を
決
定
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

選
考
管
理
委
員
会
は
必
要
に
よ
っ
て
、
小
委
員
会
を
構
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
選
考
管
理
委
員
は
候
補
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

 
 

 

但
し
、
選
考
委
員
を
辞
任
し
後
任
に
そ
の
学
年
よ
り
委
員
を
補
充
し

た
場
合
に
限
り
、
立
候
補
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る 

第 

三 

条 

選
考
管
理
委
員
会
は
、
各
学
級
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
慎

重
審
議
し
、
被
指
名
者
の
同
意
を
得
て
役
員
・
会
計
監
査
の
候
補
者
を

選
出
す
る
。 

第 

四 

条 

選
考
管
理
委
員
会
は
、
役
員
・
会
計
監
査
の
候
補
者
名
を
年
度
末
総

会
の
五
日
前
ま
で
に
、
全
会
員
に
通
知
し
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も
の

と
す
る
。 

第 

五 

条 

選
考
管
理
委
員
会
は
、
役
員
・
会
計
監
査
を
選
出
終
了
次
第
そ
の
役

目
を
終
わ
る
も
の
と
す
る
。 

第 

六 

条 

新
た
に
選
ば
れ
た
役
員
・
会
計
監
査
は
四
月
一
日
よ
り
就
任
す
る
。 

第 

七 

条 

本
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
改
正
。 

細 
 

則 

 

一
、
学
級
会
、
学
級
委
員
会
の
構
成
と
活
動
内
容 

 
 

（
一
）
学
級
単
位
に
学
級
会
を
設
け
、
○
の
○
学
級
会
と
称
す
る
。 

 
 

（
二
）
学
級
会
は
、
学
級
会
員
の
互
選
に
よ
り
、
学
年
学
級
厚
生
委
員
（
Ｐ
二
）、 

 
 

 
 

広
報
委
員
（
Ｐ
一
）、
選
考
管
理
委
員
（
Ｐ
一
）
、
の
計
四
名
を
選
出
し
、
学
級
委

員
会
を
構
成
す
る
。
但
し
、
六
学
年
は
選
考
管
理
委
員
を
除
く
計
三
名
を
選
出
す

る
。
担
任
教
諭
は
学
級
会
に
出
席
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
三
）
学
年
学
級
厚
生
委
員
は
、
学
級
集
会
の
計
画
実
施
、
各
種
委
員
会
と
の
連
絡
、

伝
達
、
そ
の
他
学
級
活
動
の
推
進
に
あ
た
る
。 

 

二
、
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
の
構
成
と
活
動
内
容 

 
 

（
一
）
各
学
級
よ
り
選
出
さ
れ
た
学
年
学
級
厚
生
委
員
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

（
二
）
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
は
、
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
の
年
間
事
業
の
計
画
、
実

施
、
学
級
会
の
連
絡
、
調
整
に
あ
た
る
。 

 

 

三
、
広
報
委
員
会
の
構
成
と
活
動
内
容 

 
 

（
一
）
各
学
級
よ
り
選
出
さ
れ
た
広
報
委
員
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

（
二
）
広
報
委
員
会
は
、
会
報
の
発
行
等
に
よ
り
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
の
連
絡
、
啓
発
、
情

報
収
集
と
提
供
等
の
広
報
活
動
に
あ
た
る
。 

 
 

（
三
）
会
報
の
発
行
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

「
滝
五
だ
よ
り
」
の
発
行 

 
四
、
校
外
指
導
委
員
会
の
構
成
と
活
動
内
容 

 
 

（
一
）
地
域
自
治
会
を
単
位
と
し
て
、
昭
和
町
、
上
中
里
三
丁
目
、
栄
町
、
中
央
、
貝

塚
の
五
つ
の
校
外
地
域
を
定
め
、
さ
ら
に
、
こ
の
校
外
地
域
を
地
区
に
分
け
る
。 

 
 

（
二
）
各
地
区
は
、
住
居
、
児
童
数
、
登
校
班
等
を
考
慮
し
て
、
地
区
を
適
当
な
数
の

班
に
分
け
る
。 
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（
三
）
各
班
は
、
班
会
員
の
互
選
に
よ
り
、
正
、
副
班
長
を
選
ぶ
。
正
、
副
班

長
は
、
他
の
役
員
、
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
各
地
区
に

数
名
ず
つ
の
担
当
教
員
を
定
め
る
。 

 
 

（
四
）
地
区
長
の
招
集
に
よ
り
、
班
別
会
を
開
き
、
班
行
事
連
絡
等
に
つ
い
て

話
し
合
い
、
児
童
の
校
外
に
お
け
る
保
護
育
成
に
つ
い
て
理
解
し
推
進

す
る
。
班
別
会
に
は
、
児
童
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
五
）
正
、
副
班
長
を
も
っ
て
、
地
区
の
委
員
会
を
構
成
し
、
互
選
に
よ
っ
て
、

正
、
副
地
区
長
を
選
出
す
る
。 

 
 

（
六
）
地
区
会
は
、
地
区
長
が
招
集
し
、
地
区
の
事
業
計
画
と
実
施
、
環
境
の

改
善
、
各
班
の
連
絡
調
整
等
に
あ
た
る
。 

 
 

（
七
）
正
、
副
地
区
長
を
も
っ
て
校
外
指
導
委
員
会
を
構
成
す
る
。 

（
八
）
校
外
指
導
委
員
会
は
、
委
員
会
の
年
間
計
画
を
立
案
し
、
各
種
委
員
会
、

各
地
区
間
の
連
絡
調
整
を
と
り
実
施
す
る
。 

五
、
特
別
委
員
会 

卒
業
対
策
委
員
会 

（
一
）
卒
業
対
策
委
員
及
び
正
、
副
委
員
長
の
選
出 

○
六
学
年
の
学
級
会
に
て
、
学
級
会
員
の
互
選
に
よ
り(
Ｐ
六)

の
計
６
名
を

選
出
す
る
。
但
し
、
年
度
毎
に
適
正
人
員
数
を
調
整
す
る
。 

○
卒
業
対
策
委
員
会
に
て
、
卒
業
対
策
委
員
間
の
互
選
に
よ
り
正
、
副
委
員

長
を
選
出
す
る
。 

   

（
二
）
構
成
と
活
動
内
容 

○
各
学
級
よ
り
選
出
さ
れ
た
卒
業
対
策
委
員
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

○
卒
業
対
策
委
員
会
は
、
卒
業
に
向
け
て
の
計
画
、
謝
恩
会
等
の
実
施
に

あ
た
る
。 

 
 

（
三
）
会
計 

 
 

 

〇
卒
業
対
策
委
員
会
は
、
そ
の
活
動
に
係
る
収
支
に
つ
い
て
Ｐ
Ｔ
Ａ
本
部 

 
 

 
 

会
計
と
は
独
立
し
た
会
計
を
持
ち
、
卒
業
対
策
委
員
内
で
会
計
担
当
を 

 
 

 
 

定
め
る
。 

○
卒
業
対
策
委
員
会
の
経
費
は
、
卒
業
対
策
費
及
び
そ
の
他
の
収
入
（
以 

 

下
「
卒
業
対
策
費
等
」
と
い
う
。）
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 

〇
卒
業
対
策
委
員
会
は
、
卒
業
対
策
費
等
を
管
理
し
、
卒
業
対
策
委
員
会
の
経
理
を 

     

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
予
算
書
、
決
算
書
並
び
に
資
産
台
帳
を
備
え
付
け
、
し
か 

 
 

 

る
時
期
に
会
計
報
告
を
行
う
。 

＊
卒
業
対
策
費
等
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
指
定
す
る
時
期
、
金
額
、
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
。 

 

＊
卒
業
対
策
委
員
会
の
会
計
に
関
す
る
本
細
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

 

六
、
特
別
委
員
会 

東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
事
務
局 

（
一
）
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
事
務
局
役
員
の
選
出 

 
 

 

○
本
会
の
役
員
は
、
会
員
よ
り
会
長
の
指
名
に
よ
り
決
め
る
。 

 

（
二
）
構
成
と
活
動
内
容 

 
 

 

○
会
長
よ
り
指
名
選
出
さ
れ
た
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校 

        

Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
事
務
局
委
員
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し 

        

会
務
を
統
括
し
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
が 

        

定
め
る
会
則
及
び
行
事
計
画
に
従
っ
て
活
動
す
る
。 

＊
本
特
別
委
員
会
は
、
東
京
都
北
区
滝
野
川
地
区
公
立
小
・
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
規
定
の

輪
番
制
に
従
い
担
当
校
に
あ
た
る
年
度
に
設
置
さ
れ
る
。 

七
、
各
常
置
正
、
副
委
員
長
は
規
約
第
十
五
条
の
定
め
に
よ
り
次
の
よ
う
に
選
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

 

○
学
年
学
級
厚
生
委
員
会
（
正
Ｐ
一
、
副
Ｐ
二
、
Ｔ
一
） 

 

○
広
報
委
員
会
（
正
Ｐ
一
、
副
Ｐ
一
、
Ｔ
一
） 

 

○
校
外
指
導
委
員
会
（
正
Ｐ
一
、
副
Ｐ
四
、
Ｔ
一
） 

 
○
選
考
管
理
委
員
員
会
（
正
Ｐ
一
、
副
Ｐ
一
、
Ｔ
一
） 

＊
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
か
ら
各
委
員
会
の
担
当
を
設
置
し
運
営
の
円
滑
を
は
か
る 

八
、
正
、
副
委
員
長
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
但
し
一
年
に
限
り
重
任
を
認
め
る
。 

九
、
常
置
委
員
会
教
職
員
組
織
は
、
教
職
員
間
の
互
選
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

十
、
周
年
の
間
の
五
年
毎
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
事
業
の
実
施
。 

（
一
）
十
年
毎
の
周
年
記
念
式
典
の
際
に
在
籍
で
き
な
い
児
童
に
対
し
て
、
周
年
の
間
の

五
年
毎
に
行
事
又
は
、
記
念
品
の
贈
呈
を
お
こ
な
う
。 

十
一
、
本
細
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 
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細
則 

慶
弔
並
び
に
表
彰
に
関
す
る
規
定 

第 

一 
条 
見
舞
金
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
児
童
が
傷
病
に
よ
り
三
十
日
以
上
欠
席
又
は
二
週
間
以
上
入
院
療
養
し
た
場
合 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 
 

 
 

二
、
教
職
員
及
び
雇
傭
員
が
傷
病
に
よ
り
三
十
日
以
上
欠
勤
又
は
二
週
間
以
上
入
院
療
養
し
た
場
合 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

三
、
特
別
職
員
（
校
医
薬
剤
師
等
）
が
三
十
日
以
上
入
院
療
養
し
た
場
合 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

四
、
そ
の
他
災
害
の
場
合
は
、
そ
の
都
度
役
員
会
又
は
運
営
委
員
会
で
協
議
す
る
。 

第 

二 

条 

弔
慰
金
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
児
童
が
死
亡
し
た
と
き 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

二
、
児
童
の
父
母
も
し
く
は
父
母
に
代
わ
る
保
護
者
が
死
亡
し
た
と
き 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

三
、
教
職
員
及
び
雇
傭
員
が
死
亡
し
た
と
き 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

四
、
教
職
員
の
家
族
が
死
亡
し
た
と
き 

イ
、
配
偶
者
の
場
合 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

ロ
、
父
母
、
子
の
場
合 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

五
、
特
別
職
員
が
死
亡
し
た
と
き
、
本
会
の
功
労
者
（
顧
問
・
全
役
員
・
元
校
長
等
）
が
死
亡
し
た
と
き
は
、 

役
員
会
又
は
運
営
委
員
会
で
協
議
の
上
弔
慰
金
を
贈
る
。 

第 

三 

条 

祝
い
金
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
教
職
員
が
結
婚
し
た
と
き 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

二
、
教
職
員
及
び
そ
の
配
偶
者
が
出
産
し
た
と
き 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

五 

千 

円 

第 

四 

条 

教
職
員
の
転
任
又
は
退
職
の
際
は
次
の
基
準
に
よ
り
記
念
品
を
贈
る
。 

一
、
転
任
又
は
退
職
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
の
職
員
と
交
通
指
導
の
方
に
三
千
円
程
度
の
記
念
品
を
贈
る
。 

第 

五 

条 

右
の
外
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
役
員
会
又
は
運
営
委
員
会
で
協
議
の
上
決
定
す
る
。
ま
た
、
事
情
に
よ
り
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

六 

条 

表
彰
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
、
本
会
に
特
に
功
績
の
あ
っ
た
方
に
対
し
て
は
、
運
営
委
員
会
を
経
て
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

七 

条 

こ
の
規
定
を
改
正
す
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
次
期
総
会
に
於
い
て
報
告
す
る
。 

第 

八 

条 

こ
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
十
五
日
制
定
。
昭
和
五
十
年
三
月
十
八
日
第
一
次
改
正
。
平
成
八
年
三
月
十
五
日
第
二
次
改
正
。
平
成
十
三
年
三
月
十
二
日
第
三
次
改
正
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日
第
四
次
改
正
。
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
第
五
次
改
正
。
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
第
六
次
改
正
。
平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日
改
正
。 

 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 


